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第一部【証券情報】

第１【募集要項】
　以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は

「発行登録追補書類」に記載します。

 

１【新規発行株式】

種　　類 発 行 数 内　　容

普通株式 未定

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ

る標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株となっております。

（注）１　当社は、普通株式と異なる種類の株式として、Ａ種種類株式及びＣ種種類株式についての定めを定款に定めて

おります。普通株式の単元株式数は100株としていますが、各種類株式には議決権がないため、各種類株式の

単元株式数は１株としています。また、各種類株式について、既存の株主への影響を考慮して、法令に別段の

定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないこととしています。

２　振替機関の名称及び住所

名称　　株式会社証券保管振替機構

住所　　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

未定

 

（２）【募集の条件】

未定

 

３【株式の引受け】

　未定

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

未定

 

（２）【手取金の使途】

一部をＡ種種類株式の取得資金に、残額を設備投資及び研究開発費用等に充当する予定です。

 

第２【売出要項】
　該当事項はありません。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
 

１　資本財務再構築プランについて

 

当社は、2018年６月５日開催の取締役会において、当社普通株式の発行及び当社のＡ種種類株式の取得による財務

基盤のより一層の強化を軸とした「資本財務再構築プラン」（以下、「本プラン」という。）について決議しており

ます。

2015年６月30日に発行したＡ種種類株式の以下の特徴（Ａ種種類株式の内容の詳細については、「第二部　参照情

報　第１　参照書類　１　有価証券報告書（第123期）」の「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式

等の状況 （１）株式の総数等　②　発行済株式」の（注）４をご参照下さい。）に鑑み、当社は、早期にＡ種種類

株式の全量処理を目指すことが必要であると判断いたしました。

すなわち、Ａ種種類株式の配当年率は日本円TIBOR（６か月物）に2.5％を加算した数値に設定されており、当社グ

ループの現在の財務状況等に照らせば高水準になっていると認識しております。また、Ａ種種類株式には2019年７月

１日以降に行使可能となる普通株式を対価とする取得請求権が存在し、その行使により当社の企図しない希薄化が生

じる可能性があり、そのような希薄化の懸念が発生することで当社の株価の上値を抑える要因となる可能性がありま

す。加えて、Ａ種種類株式には2021年７月１日以降に行使可能となる金銭を対価とする取得請求権が存在し、その行

使により当社の企図しない時期に多額の金銭の支出がなされる可能性があり、かかる金銭償還の負担に備えるため投

資等を抑制せざるを得ないといった事態も想定され、当社財務戦略における大きな制約要因といえる状況となってお

ります。「８KとAIoTで世界を変える」という当社事業ビジョンの実現に向けて機動的な成長投資が必要となること

や、普通株式への配当の継続といった観点から、当社といたしましては、Ａ種種類株式の処理を通じた負担の軽減、

ひいては「資本の質的向上」を課題として認識しております。

このようなことから、当社は、今後当社が産み出す利益をもって、Ａ種種類株式に対する配当を継続しつつ漸減的

にＡ種種類株式を取得するよりも、当社普通株式の発行（以下、「本件増資」という。）を実施し、その発行手取金

を原資に早期にＡ種種類株式を取得することが、当社の企業価値・株主価値向上の観点から望ましく、合理性がある

ものと判断いたしました。

かかる判断のもと、当社は、Ａ種種類株式を保有する株式会社みずほ銀行及び株式会社三菱ＵＦＪ銀行（以下、両

行を「Ａ種種類株主」と総称する。）との間で協議した結果、定款所定の対価（Ａ種種類株式１株当たりの払込金額

相当額に110％を乗じて得られる額及び未払優先配当金額等）よりも低い金額、すなわち、払込金相当額から既払配

当金を控除した金額によって同株式を取得することについて合意に至り、これにより将来のＡ種種類株主に対する優

先配当及び金銭償還の負担軽減が可能となったことを踏まえ、本プランを策定いたしました。

 

２　Ｃ種種類株式の普通株式を対価とする取得条項に基づく取得方針について

 

当社は、Ａ種種類株式とは別にＣ種種類株式を発行しており、Ｃ種種類株式の発行済株式の全部を鴻海精密工業股

份有限公司及びそのグループ企業（以下、「鴻海グループ」という。）の役員・従業員から構成された持株会社であ

るES Platform LP（以下、「ES」という。）が保有しております。

しかるところ、ESから当社に対し、ESにおける鴻海グループの役員・従業員に対するインセンティブ・プログラム

の実施のため、現在ESが保有しているＣ種種類株式の約３割を目途に、普通株式を対価とする取得条項に基づき、当

社がＣ種種類株式を取得し、これと引換えに普通株式を交付すること（以下、「本取得」という。）につき要請がな

されております。

当社としては、鴻海グループの役員・従業員が当社の企業価値及び株式価値向上のためのインセンティブを有する

ことは、当社の業績及び株式価値向上に資するものであって、その実効性を確保するためにも本取得を行うことが適

当であると考えております。従いまして、当社は現在、上記ESからの要請に応じ、本件増資に係る当社取締役会決議

と同じタイミングで、ESが保有しているＣ種種類株式の約３割を目途に本取得を決定する方向で検討しております。

 

 

第３【その他の記載事項】
　該当事項はありません。
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第二部【参照情報】

第１【参照書類】
　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第123期（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）2017年６月21日関東財務局長に提出

事業年度　第124期（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）2018年７月２日までに関東財務局長に提出予定

 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第124期第１四半期（自　2017年４月１日　至　2017年６月30日）2017年８月９日関東財務局長に提出

事業年度　第124期第２四半期（自　2017年７月１日　至　2017年９月30日）2017年11月14日関東財務局長に提出

事業年度　第124期第３四半期（自　2017年10月１日　至　2017年12月31日）2018年２月13日関東財務局長に提出

事業年度　第125期第１四半期（自　2018年４月１日　至　2018年６月30日）2018年８月14日までに関東財務局長に

提出予定

事業年度　第125期第２四半期（自　2018年７月１日　至　2018年９月30日）2018年11月14日までに関東財務局長に

提出予定

事業年度　第125期第３四半期（自　2018年10月１日　至　2018年12月31日）2019年２月14日までに関東財務局長に

提出予定

 

 

３【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2018年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2017年６月29日に関東財務

局長に提出

 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2018年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2017年７月28日に関東財務局長

に提出

 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2018年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2017年11月８日に関東財務局長

に提出

 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2018年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2017年12月22日に関東財務局長

に提出

 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2018年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づく臨時報告書を2017年12月26日に関東財務局長

に提出

 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2018年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2018年５月11日に関東財務局長

に提出

 

１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（2018年６月５日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2018年６月５日に関東財務局長

に提出

 

４【訂正報告書】

訂正報告書（上記１の有価証券報告書の訂正報告書）を2017年６月29日に関東財務局長に提出
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第２【参照書類の補完情報】
 

上記に掲げた参照書類として提出済みの有価証券報告書及び四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」とい

う。）に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録書提出日（2018

年６月５日）までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。下記の「事業等のリスク」は、当該有価

証券報告書等の「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については　　　で示し

ております。また、下記の「事業等のリスク」において上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書（第123期）に

記載された「事業等のリスク」のうち、「(19）継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載の継続企業の前

提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が解消されていることに伴い、当該有価証券報告書の「第一

部　企業情報　第２　事業の状況　７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載された

「(3）事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策」については、本発行登録書提出日現在におい

て適用はありません。

なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下の「事業等のリス

ク」に記載されたものを除き、本発行登録書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関

する事項もありません。

 

「事業等のリスク」

 

　当社グループは、電気通信機器・電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製造・販売を主な事業内容とし

て活動を行っております。その範囲は電子・電気機械器具のほとんどすべてにわたっており、ユーザーも国内外の一

般消費者、事業会社から官公庁に至るまで多岐にわたり、また地域的にもグローバルな事業展開を行っております。

従って、当社グループの業績は、多様な変動要因による影響を受ける可能性があります。

　有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある主な事項には、以下のようなものがあります。

　なお、本文中における将来に関する事項は、本発行登録書提出日（2018年６月５日）現在において、当社グループ

が判断したものであります。

 

(1）世界市場の動向・海外事業について

　当社グループは、日本だけではなく、欧米やアジア諸国を中心に世界の各地域で事業活動を行っており、日本を

含む世界各地域における景気・消費の動向（特に個人消費及び企業による設備投資の動向）、他社との競合、製品

の需要動向や原材料の供給状況、価格変動などは、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。また、当該地域の政治的・経済的な社会情勢が、同様に影響を及ぼす可能性があります。さらに、各地域に

おける事業の監督や調整の困難さ、世界経済の低迷から受ける影響の増加、外国の法令及び課税等に関するリス

ク、事業を行うに際しての多様な基準や慣行、貿易問題、政治的不安定及びビジネス環境の不確実性、日本との政

治的・経済的関係の変化及び社会的混乱並びに人件費の増加及び労働問題等が、当社グループの業績及び財政状態

に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(2）為替変動の影響

　当社の連結売上高に占める海外売上高の割合は、2016年３月期69.5％、2017年３月期68.1％、2018年３月期

73.0％であります。また、当社グループは、海外で製造した製品を国内においても販売するなど、製造された国以

外の国においても当社製品を販売しております。このため、為替予約及び最適地生産の拡充・強化等によるリスク

ヘッジを行っておりますが、当社グループの業績は為替変動の影響を受ける可能性があります。

 

(3）特定の事業・製品・顧客に対する依存について

　当社グループのアドバンスディスプレイシステム事業の売上高は当社グループの売上高の半数近くを占めている

ため、液晶ディスプレイ関連製品に対する顧客の需要の減少、製品価格の下落、代替性若しくは競争力のある他社

製品の出現又は新規企業の参入による競争の激化等により当社グループの業績は悪影響を受ける可能性がありま

す。また、当社グループのＩｏＴエレクトロデバイス及びアドバンスディスプレイシステム事業の一部の製品につ

いては、少数の特定顧客に対する売上依存度が高く、こうした重要な顧客向けの販売は、当社グループ製品の問題

だけでなく、当該顧客の製品に係る需要の減少や仕様の変更、当該顧客の営業戦略の変更などを理由として落ち込

む可能性があり、そのような場合には、当社グループの業績及び財務の状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(4）戦略的提携・協業等について

　当社グループは、2016年４月２日に、鴻海精密工業股份有限公司（以下、「鴻海精密工業」といいます。）、

Foxconn (Far East) Limited（以下、「Foxconn FE」といいます。）、Foxconn Technology Pte. Ltd.（以下、
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「Foxconn Technology」といいます。）及びSIO International Holdings Limited（以下、「ＳＩＯ」といいま

す。）の４社（以下、「割当先４社」といいます。）との間で株式引受契約を締結しました。同契約では、当社普

通株式3,281,950,697株を１株当たり88円にて、Ｃ種種類株式11,363,636株を１株当たり8,800円にて、第三者割当

による新株式を割当先４社が引き受けることを定めております。本契約に基づき、2016年８月12日を期日として、

払込手続きが完了しました。

　割当先４社からの出資により、当社の自己資本比率が大幅に改善し、また、それ以前の財政状況により抑制せざ

るを得なかった成長投資の実行、親会社グループ（鴻海精密工業、及びその子会社・関連会社を含みます。）の技

術力・生産性・コスト力を活かした事業シナジーの追求が可能となりましたが、当社グループが親会社グループと

の間の事業シナジーを想定通りに実現できる保証はありません。

　また、当社グループはこれまでにも、企業競争力強化と収益性向上及び各事業分野における新技術や新製品の開

発強化のため、外部企業との間で戦略的提携・協業を推進してきましたが、かかる戦略的パートナーとの間におけ

る戦略上の問題やその他の事業上等の問題の発生及び目標変更等により、提携・協業関係を維持できなくなった場

合や、提携・協業関係から十分な成果が得られない場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性があります。

 

(5）取引先等について

　当社グループは、多くの取引先から資材の調達やサービス等の提供を受けております。取引先については、十分

な信用調査のうえ取引を行っておりますが、需要の低迷や価格の大幅な下落等による取引先の業績等の悪化、突発

的なＭ＆Ａの発生、自然災害や事故の発生、また、法令違反等の不祥事の発生や、原材料の高騰による影響及びサ

プライチェーンにおける「紛争鉱物問題」をはじめとする人権・環境問題等や法的規制の影響、さらに一部の部材

等において供給業者が限られていることなどにより、調達先から部材等が十分に供給されない、あるいは、調達し

た部材等の品質が十分に確保できないことが考えられます。そのような場合には、代替調達先との間で現在の取引

条件よりも不利な条件での取引を余儀なくされる可能性があり、また代替する調達先を適時に見いだせない可能性

があります。これらにより、当社グループの製品の品質の低下、コストの増加、顧客への納期の遅延等が生じた場

合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6）財務状態の及ぼす影響について

　当社グループは、事業資金を銀行・生命保険会社等の金融機関からの借入及び社債の発行等により調達してお

り、総資産に対するこうした借入金等の割合は2018年３月期末現在32.9％となっております。このうち当該借入金

等に対する短期借入金等の占める割合は14.5％となっております。このため、当社グループは、こうした借入金等

の返済のためキャッシュ・フローの使途に制限を受け、また、金利水準が上昇した場合に費用の増加を招く可能性

があります。また、既存債務のリファイナンスも含め、必要な資金を必要な時期に適当と考える条件で調達できな

い等、資金調達が制約されるとともに、資金調達コストが増加する可能性があり、それにより、当社グループの事

業、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。当社グループが複数の金融機関との間で締結している

借入金に係る契約には財務制限条項が定められているものもあり、今後当社グループの連結純資産が財務制限条項

に定める水準を下回ることとなった場合又は連結の営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が一定の水準を

下回ったにもかかわらず、これに伴い当社が誠実に協議しなかったような場合には、借入先金融機関の請求によ

り、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。さらに、当社が当該財務制限条項に違反する場

合、社債その他の借入金についても期限の利益を喪失する可能性があります。

　また、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京ＵＦＪ銀行（2018年４月１日より㈱三菱ＵＦＪ銀行へ商号変更）は、当社の

主たる借入金融機関であり、必要に応じて両行に対して財政状態の改善策等に関する相談も行っております。

　こうした当社グループの借入金等への依存及びこれに関連した信用格付けの低下、又は当社グループの財政状態

の悪化は、財務状態の強固な競業他社との競争において不利に働く可能性があり、また、借入先又は取引先との契

約関係上の問題を生じさせる可能性もあります。

 

(7）技術革新について

　当社グループが事業を展開する市場は、技術革新が急激に進行しており、それに伴う社会インフラの変化や市場

競争の激化、技術標準の変化、技術の陳腐化、代替技術の出現などにより、新製品を適時に導入することができな

い、製品在庫の増加や開発資金を回収できないなど、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。また、技術面以外に、価格やマーケティングの観点からも厳しい競争下にあり、当社グループがかかる競

争を勝ち抜いていくことができるとは限りません。さらに、当社グループは、他社との共同開発契約に基づいて協

力して研究開発を行っており、かかる協力関係を維持できない、協力関係から十分な成果が得られない、又は協力

関係の円滑な解消ができない可能性があります。

 

(8）知的財産権について

　当社グループは、独自開発した技術等について、国内外において特許権、商標権その他の知的財産権を取得する

ことにより、若しくは他社と契約を締結することにより、その保護に努めております。
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　しかしながら、特許出願等に対し権利が付与されない場合や、第三者からの無効請求等がなされる場合等によ

り、当社グループの十分な権利保護が受けられない可能性があり、また、ライセンス提供によるロイヤリティー収

益が十分に確保できない可能性があります。加えて、当社グループ保有の知的財産権を第三者が不正に使用する

等、当社グループが保有する知的財産権が競争上の優位性をもたらさない、又はその知的財産権を有効に行使でき

ない可能性があります。また、当社グループが第三者から受けているライセンスがライセンス期間の満了その他何

らかの理由により終了する可能性や、第三者により知的財産権の侵害を主張され、その解決のために多額の費用を

費やす可能性があり、さらに、第三者による侵害の主張が認められた場合に多額の対価の支払い、当該技術の使用

差し止めなどの損害が発生する可能性があります。

　また、当社グループからライセンスを受けている他社が第三者に買収された場合には、従来当社グループがライ

センスを付与していない第三者がライセンスを獲得し、その結果、当社グループが知的財産権の優位性を失う可能

性もあります。

　また、職務発明に関して、社内規程で取り決めている特許報償制度にて発明者に対して報償を行っております

が、発明者より「相当の対価/利益」を求める訴訟を提起される可能性があります。

　以上のような知的財産権に関する問題が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 

(9）長期投資・長期契約について

　当社グループは、これまで製造設備等に対し積極的な投資を行っており、多くの固定資産を有しております。か

かる製造設備等については、それらが想定通り稼働しないこと、又は設備の性質や契約上の制約から他製品のため

の転用が難しいこと等から、想定していたような収益の獲得に結びつかず、場合によっては減損損失を計上する必

要が生ずるなど、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは、

のれん等の無形固定資産も有しております。今後、事業の収益性が悪化したり、保有資産の市場価格が著しく下落

したこと等により、減損処理が必要になった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。

　加えて、当社グループは、多数の長期契約を有しており、それらの長期契約の多くは、その契約期間中、固定価

格又は定期的にのみ調整される価格による取引を約束するものであるため、当該契約期間における価格又は費用の

変動は当社グループの事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。特に、ソーラーパネルの原材料に関してこ

うした契約が存在しており、中でもポリシリコンの購入契約は、最長で2020年末まで、合計して8,307トン（2018

年３月期末現在）を直近の時価水準を大幅に上回る価格（2018年３月期末現在の時価を加重平均で１キログラム当

たり約2,572円上回る。）で購入することを当社グループに義務づけるものとなっております。そのため、ポリシ

リコンの市場価格の更なる下落により、追加の損失が発生する可能性があります。

　また、堺工場において電気等の供給につき、複数のサプライヤーとの間で長期契約を締結しております。当該契

約の2018年３月期末の未経過残高は合計で27,058百万円（残年数は最長で11年）となっており、いずれも中途解約

は不能であり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(10）製造物責任について

　当社グループは、高品質の製品の提供をめざし、厳密な品質管理基準に従って各種の製品を製造しております

が、当社グループの製品には、消費者向けのものが多く、また、革新的な技術を利用したものも含まれており、こ

れらの製品に欠陥等が存した場合には製造物責任その他の責任を負う可能性があります。当社は、万一、製品の欠

陥等が発生した場合のメーカー責任を果たすために、製造物責任に基づく賠償に備え保険に加入しておりますが、

予期せぬ事情による大規模なリコールや訴訟の発生が、ブランドイメージの低下や、当社グループの業績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(11）法的規制等について

　当社グループが事業を展開する各国において、当社グループは、事業や投資の許可、輸出制限、関税、会計基

準・税制をはじめとする様々な規制の適用を受けております。また、当社グループの事業は、通商、独占禁止、製

造物責任、消費者保護、知的財産権、製品安全、環境・リサイクル関連、内部統制、労務規制等の各種法規制の適

用を受けております。これら各種法規制の変更及び変更に伴う法規制遵守対応のための追加的費用発生の場合、あ

るいは当社グループにおいてこうした法規制の違反が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

　また、当社製品に関連した事故が発生した場合、消費生活用製品安全法や関連通達による事故報告及び公表制度

に基づく事故情報の公表により当社ブランドイメージが低下する可能性があります。

 

(12）訴訟その他法的手続きについて

　当社グループは全世界で事業活動を展開しており、各国で訴訟その他の法的手続きの当事者となるリスクを有し

ております。当社グループが訴訟その他の法的手続きの当事者となった場合、各国の法制度・裁判制度の違いもあ

り、事案によっては巨額の損害賠償金や罰金等の支払いを命じられる可能性もあります。
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　その場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(13）個人情報、その他情報流出について

　当社グループは、顧客、取引先、従業員等の個人情報やその他秘密情報を有しております。これら情報の保護に

細心の注意を払っており、全社管理体制の下、管理規程を遵守するための従業員教育及び内部監査の実施等の施策

を推進しておりますが、万一、情報の流出が発生した場合、当社グループの信用低下や多額の費用発生（流出防止

対策、損害賠償等）により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(14）親会社グループとの関係について

　電子機器受託生産サービスを提供する鴻海精密工業を中心とする親会社グループは、「ＩＴ」「通信」「自動化

設備」「光学産業」「精密機械」「自動車」「家電製品に関わる各種コネクター」「筐体」「ラジエーター」

「ネットワーク機器」に関する生産、販売及びアフターサービスの分野で事業を展開しております。

　当社グループは、「シャープ」ブランドの電気通信機器・電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製

造・販売を主に行っております。

　親会社グループの中核会社である鴻海精密工業は、直接に当社の議決権の26.2％を保有し、また、鴻海精密工業

の完全子会社であるFoxconn FEが保有する18.4％と併せて44.6％の議決権を直接又は間接に保有しております。さ

らに、Foxconn Technologyは鴻海精密工業がその議決権の20％以上を保有する会社であり、ＳＩＯは鴻海精密工業

の董事長であるテリー・ゴウ氏が実質的に支配する会社であることから、両社は鴻海精密工業と緊密な関係がある

ことにより同一の内容の議決権を行使すると認められる者に該当します。両社の議決権と鴻海精密工業が直接又は

間接に保有する議決権とを合計すると65.0％となっており、当社に対する大株主としての一定の権利を有しており

ます。しかしながら、将来において、上記４社における当社株式の保有比率に大きな変動があった場合、あるいは

親会社等の企業グループ（親会社グループに加え、当社株主であるＳＩＯ、堺ディスプレイプロダクト株式会社

（以下、「ＳＤＰ」といいます。）及び今後ＳＩＯ又はＳＤＰが出資を行う会社を指します。）の事業戦略が変更

された場合等には、当社株式の流動性及び株価形成、並びに当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　親会社グループでは電子機器受託生産サービスを中心とした事業展開を行っており、当社グループの電気通信機

器・電気機器及び電子応用機器全般の製造・販売事業においては、「シャープ」ブランドビジネスを行っているこ

とから、親会社グループ内において当社グループの当該事業に影響を与える競合は生じていないものと考えており

ます。しかしながら、親会社グループの戦略に変更が生じた場合や将来的に親会社グループとの間で何らかの競合

関係が生じた場合には、当社グループの事業及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

① 人的関係について

　本発行登録書提出日（2018年６月５日）現在における当社取締役９名のうち、以下の通り、業務執行取締役１

名が鴻海精密工業及び鴻海精密工業の関連会社の役職員を兼務しております。なお、取締役 王建二氏は、本発

行登録書提出日（2018年６月５日）現在、親会社グループ及びＳＤＰの役員を退任しております。

 

 

シャープ役職 氏　　名 親会社グループでの役職

取　締　役 劉　揚　偉

富泰康電子研發（煙臺）有限公司 董事長

鴻海精密工業股份有限公司
Ｂサブグループ総経理及び

Ｓサブグループ総経理

虹晶科技股份有限公司 董事長

晶兆創新股份有限公司 董事長

 

② 取引関係について

　当社グループと親会社グループの間では、中国を中心として仕入・販売等の取引を行っております。その他

に、知的財産・物流・医療分野でのグループ外収益拡大を目指した子会社及び関連会社の設立を通じた業務提

携、一部海外拠点の事務所賃借等の取引を行っております。

 

③ 親会社からの独立性の確保について

　当社グループの経営方針、事業展開等の重要事項の意思決定において、当社グループが独立して主体的に検討

の上、決定しており、独立性・自律性は保たれていると認識しております。
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　当社は、親会社グループとの間で相互に独立性を十分に尊重しつつ、綿密な連携を保ちながら成長・発展、業

績の向上に努めており、親会社グループと連携して当社業務の効率化や売上・利益の拡大等を図ることは、非支

配株主の利益につながるものと認識しております。

　当社は、「関連当事者取引規程」を制定し、親会社等の企業グループと新規に取引を開始する場合、事業上の

必要性、合理性、取引条件の妥当性を検討し決定しております。なお、経営戦略会議付議案件及び経営者関与取

引については決裁までに社外取締役が出席する取締役会で審議し、決定しております。

 

(15）大規模自然災害の発生について

　当社グループは、地震・台風を始めとした大規模自然災害に備え、被害を最小限に抑えるため、予防・応急対策

及び早期復旧・復興に向けた事業継続計画を作成し、影響の回避に努めておりますが、想定を超えた災害の発生に

より、当社グループ及び取引先の事業活動に直接的または間接的な被害が発生した場合、当社グループの業績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(16）電力不足および電気料金上昇に伴うリスクについて

　東日本大震災に伴う原発事故のように、今後天災などを起因とした電力供給不足に伴う電力使用制限や電気料金

値上げ等の事態に至った場合には、工場の操業低下やコスト負担増加等で当社グループの業績及び財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。

 

(17）有能な人材確保における競争について

　当社グループの持続的な成長を確実にしていくには、技術及びマネジメント分野における優秀な人材の確保が欠

かせません。しかしながら、現在在籍している有能な人材の流出防止や事業方針に沿った新たな人材獲得、並び

に、当社の重要な従業員の管理能力及び業務遂行能力の向上が適切に推進できない場合は、当社グループの業績及

び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(18）その他の主な変動要因

　上記の他、当社グループの業績は、事故や紛争・暴動・テロ等の人為的災害、新型インフルエンザや新たな感染

症の流行、株式市場や債券市場の大幅な変動などの多様な影響を受ける可能性があります。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
シャープ株式会社

（堺市堺区匠町１番地）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第三部【保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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